
 

 

 

  新型コロナウィルス感染症について （2020年 6月 19日版） 

 

当院では、新型コロナウィルス感染症に対する外来診療ならび

に入院診療には対応しておりません。 
 

1. 次の症状の方は、重症化を未然に防ぐため、まずはお住まいを管轄する各県
の帰国者・接触者相談センターにご相談の上、指示に従ってください。 
 

奈良県 ： 相談センター 0742-27-1132 
京都府 ： 相談センター 075-414-4726 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

妊婦及びお子様をお持ちの方へ 

当院では妊婦の方及びお子様については診療できません。かかりつけの医療

機関にご相談いただくか、帰国者・接触者相談センター等に御相談ください。 

 
2. 当院では、新型コロナウィルス感染症に対する PCR 検査・診断はできません
発熱、咽頭痛、咳等の風邪症状がある方は、病院建物内にお入りにならず、
事前にお電話ください。（電話番号：0742-71-1030） 
 

3. ドライブスルーPCR 検査のための LINE によるオンライン診療を行っておりま
す。詳細は、 こちら をご確認ください。 

 

4. 最新情報は下記 URLにてご確認ください。 

〇奈良県のホームページ 情報サイト 

http://www.pref.nara.jp/ 

〇京都府のホームページ 情報サイト 

http://www.pref.kyoto.jp/kentai/news/novelcoronavirus.html#C 

○厚生労働省ホームページ 情報サイト 
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html 

新型コロナウィルス感染で電話相談する目安 

以下のいずれかに該当する場合には、上記番号にご相談ください。 

・息苦しさ（呼吸困難） 

・強いだるさ（倦怠感） 

・高熱等の強い症状 

・重症化しやすい方※で発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合 
（※高齢者、糖尿病、心不全、糖尿病、心不全、呼吸器疾患（COPD 等）等の基礎疾患がある方や

透析を受けている方、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている方） 

・上記以外の方で発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合 
（※症状が４日以上続く場合はご相談ください。症状には個人差がありますので、強い症状と思う場

合にはすぐに相談ください。解熱剤等を飲み続けなければならない方も同様です） 

 重要なお知らせ 
 

http://www.takanohara-ch.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2020/06/a45dfb25ff1c321e9ca3d8fc8dbbaf6d.pdf

